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 別添の対象契約一覧表に掲げる契約は、次のアからキのいずれかの要件に該当するため、事後の契約を締結する場合には、当該要件を

満たす契約企業との随意契約によって契約することを予定しているものです。それぞれの契約について必要となる要件を満たし、同契約

への新規参入を希望される企業等がありましたら、入札及び契約心得（防衛装備庁公示第１号。２７．１０．１）第２．２項の規定に従

って、申し込みに必要な書類を提出先までご提出ください。 
 
 ア 航空機製造事業法（昭和２７年法律第２３７号）第２条の２又は武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経

済産業大臣の許可を現に受け、又は当該許可を受けるための申請中である者が業態調査の結果、一者に限られると類推される航空機

若しくは航空機用機器又は武器に係る調達 
 イ 契約の履行のために不可欠なライセンスを現に認められ、又は履行期限までにこれを認められる見込みのある日本企業が業態調査

の結果、一者に限られると類推されるもののうち、当該ライセンスの実施権の取得に外国政府の許可を要しないもの 
 ウ 契約の履行のために不可欠な日本国内における正当な輸入販売代理権を現に有し、又は履行期限までに当該権利を有する見込み 



のある者が業態調査の結果、一者に限られると類推される防衛装備品に係る一般輸入調達 
 エ 企業が試作請負業務（研究委託を除き、自隊研究を含む。）を通じて防衛省と共同して開発した防衛装備品の量産契約であって、

当該防衛装備品の製造に当たって必要となる技術又は設備等を有する企業が業態調査の結果、一者に限られると類推されるもの  

（当該試作請負業務において、下請負企業がその試作請負契約の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も含む。） 

 オ 複数の構成品が一体となって機能を発揮する防衛装備品の製造請負業務を数回に分割して発注せざるを得ない場合（当該防衛装 

 備品を調達する事業について構想し若しくは計画し又は予算を要求する過程において、一体の事業であることが明確であったもの

を分割したことが明らかなものに限るものとし、当該事業と同時期に発注する構成品及び部品に係る契約並びに当該事業の過程に 

おいて派生的に追加発注される契約を除く。）で、当該防衛装備品全体の設計及び製造の全過程を通じて同一の企業の管理下におい

てシステム・インテグレーションが行われなければ製造の目的達成に著しい支障が生じるおそれがあるもの 
 カ 試作請負業務（研究委託を除き、自隊研究を含む。）に付随して実施が必要となる調達のうち、試作品の機能・性能の確認に係る

部品及び支援・役務の調達であって、当該契約を履行できる者が業態調査の結果、一者に限られると類推される場合 
 キ 過去２カ年度にわたって一者応募・応札となっている調達のうち、契約履行に必要な製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）や知的財産権等を利用する権限を有する者又は設備等を有する者が業態調査の結果、一者に限られ

ると類推されるもの 
 

添付書類：対象契約一覧表 



掲載
番号

該当する契約
随意契約
による理由

一覧表へ
の掲載日

新規参入の申し込みに
必要となる要件

提出先
（問合せ先）

1
ＡＮ／ＢＲＴ－１－Ｎ１　スロットブイの製
造に係る契約

イ 28.9.30
ＡＮ／ＢＲＴ－１－Ｎ１スロットブイに必要となるライセンス実施
権を米国ロッキードマーチンシピカン社から認められているこ
と又は認められる見込みがあることが証明できること。

2
ＳＵＳ　ＭＫ８４　ＭＯＤ１－Ｎの製造に係
る契約

イ 28.9.30
ＳＵＳ　ＭＫ８４　ＭＯＤ１－Ｎの製造に必要となるライセンス実
施権を米国ロッキードマーチンシピカン社から認められている
こと又は認められる見込みがあることが証明できること。

3
対潜水艦用モールス弾の製造に係る契
約

イ 28.9.30
対潜水艦用モールス弾の製造に必要となるライセンス実施権
を米国ロッキードマーチンシピカン社から認められていること
又は認められる見込みがあることが証明できること。

4 捜索用レーダ（ＨＰＳ－１０６・Ｐ－１用） エ 28.9.30

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防衛
装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請負契約
の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も
含む。）であって、製造に必要となる技術又は設備等（技術、
設備等を他社に移譲している場合には、その移譲会社を含
む。）を有する事を証明できること。

5 ＶＯＲ／ＩＬＳ機上装置　ＨＲＮ－１２２ エ 28.9.30

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防衛
装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請負契約
の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も
含む。）であって、製造に必要となる技術又は設備等（技術、
設備等を他社に移譲している場合には、その移譲会社を含
む。）を有する事を証明できること。

対象契約一覧表

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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6 電波高度計　ＨＰＮ－１０３ エ 28.9.30

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防衛
装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請負契約
の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も
含む。）であって、製造に必要となる技術又は設備等（技術、
設備等を他社に移譲している場合には、その移譲会社を含
む。）を有する事を証明できること。

7 ターレット／シーカ制御切替器 エ 28.9.30

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防衛
装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請負契約
の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も
含む。）であって、製造に必要となる技術又は設備等（技術、
設備等を他社に移譲している場合には、その移譲会社を含
む。）を有する事を証明できること。

8 シーカ画像分配器 エ 28.9.30

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防衛
装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請負契約
の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も
含む。）であって、製造に必要となる技術又は設備等（技術、
設備等を他社に移譲している場合には、その移譲会社を含
む。）を有する事を証明できること。

9
ミサイル模擬光源器（将来ミサイル警戒
技術の研究試作用）の製造

カ 28.9.30

将来ミサイル警戒技術（その１）、（その２）及び（その３）の研究
試作契約に付随して実施が必要となる試作品の機能・性能の
確認に係る部品の製造に必要となる技術又は設備等を有する
事を証明できること。

10 自機防御装置ＨＬＱ－４ エ 28.11.17

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防衛
装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請負契約
の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も
含む。）であって、製造に必要となる技術又は設備等（技術、
設備等を他社に移譲している場合には、その移譲会社を含
む。）を有する事を証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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11 試験用空中線 カ 29.1.18

短波帯表面波レーダの研究試作及び（その２）の研究試作契
約に付随して実施が必要となる試作品の機能・性能の確認に
係る部品の製造に必要となる技術又は設備等を有する事を証
明できること。

12
ＡＭＣ（Ｆ－２の支援戦闘能力向上用）
の製造に係る契約

カ 29.2.1
Ｆ－２の支援戦闘能力向上の研究試作での成果を継承し、当
該調達に必要となる技術及び設備等を有することを証明でき
ること。

13
空中線（統合試験用）等の製造に係る
契約

カ 29.2.1
戦闘機用統合火器管制システムの研究試作での成果を継承
し、当該調達に必要となる技術及び設備等を有することを証
明できること。

14
先進統合センサ・システム構成品の
製造に係る契約

カ 29.2.1
先進統合センサ・システムの研究試作での成果を継承し、当
該調達に必要となる技術及び設備等を有することを証明でき
ること。

15
飛行試験用補用品（赤外線センサ）の
製造に係る契約

カ 29.2.1
　航空機搭載型小型赤外線センサシステムインテグレーション
の研究試作での成果を継承し、当該調達に必要となる技術及
び設備等を有することを証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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16
将来ミサイル警戒装置構成品の製造に
係る契約

カ 29.2.1
将来ミサイル警戒技術の研究試作での成果を継承し、当該調
達に必要となる技術及び設備等を有することを証明できるこ
と。

17
ＡＮ／ＢＲＴ－１－Ｎ２　スロットブイの製
造に係る契約

イ 29.7.31
ＡＮ／ＢＲＴ－１－Ｎ２スロットブイに必要となるライセンス実施
権を米国ロッキードマーチンシピカン社から認められているこ
と又は認められる見込みがあることが証明できること。

18
新多用途ヘリコプター用補用品（統合
制御表示機(CDMS/FMS)）の製造に係
る契約

カ 29.9.8

陸上自衛隊新多用途ヘリコプター（その１）及び（その２）の研
究試作契約に付随して実施が必要となる試作品の機能・性能
の確認に係る部品の製造に必要となる技術又は設備等を有
する事を証明できること。

19 地上システム補用品の製造に係る契約 カ 30.2.9
航空機搭載型小型赤外線センサシステムインテグレーション
（その１）の研究試作での成果を継承し、当該調達に必要とな
る技術及び設備等を有することを証明できること。

20
飛行実証用搭載装置等の製造に係る
契約

カ 30.2.9
戦闘機用統合火器管制システム（その１）、（その２）、（その３）
及び（その４）の研究試作での成果を継承し、当該調達に必要
となる技術及び設備等を有することを証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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21
戦闘機搭載型電子防御装置の補用品
（電源１）の製造に係る契約

カ 30.6.7

戦闘機搭載型電子防御装置（その１）（電子防御装置製作）、
（その２）（電子防御装置）及び（その３）（電子防御装置）の試
作での成果を継承し、当該調達に必要となる技術及び設備等
を有することを証明できること。

22
信号処理部補用品（将来ミサイル警戒
装置）の製造に係る契約

カ 30.8.29
将来ミサイル警戒技術（その１）、（その２）及び（その３）の研究
試作での成果を継承し、当該調達に必要となる技術及び設備
等を有することを証明できること。

24
ステルス戦闘機用レドームの機首アンテ
ナ　アンテナブロックの製造に係る契約

カ 1.10.30
ステルス戦闘機用レドーム（その１）及び（その２）の研究試作
での成果を継承し、当該調達に必要となる技術及び設備等を
有することを証明できること。

25
システム試験評価装置の
製造に係る契約

カ 1.11.28
回転翼哨戒機（能力向上型）（その１）から（その３）の試作での
成果を継承し、当該調達に必要となる技術又は設備等を有す
ることを証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408

23
ネットワーク電子戦システムの製造に係
る契約

エ 1.10.9
新電子戦システムの試作契約での成果を継承し、当該防衛装
備品の量産に必要となる技術又は設備等を有することを証明
できること。
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26
電子戦評価技術の研究試作の
専用試験装置の製造に係る契約

カ 1.11.28
電子戦評価技術の研究試作での成果を継承し、当該調達に
必要となる技術又は設備等を有することを証明できること。

27
次期警戒管制レーダ装置用専用試験
装置等の製造に係る契約

カ 2.9.1 
次期警戒管制レーダ装置（その１）及び（その２）の試作での成
果を継承し、当該調達に必要となる技術又は設備等を有する
ことを証明できること。

28
長期運用型ＵＵＶ評価用ＨＩＬＳシステム
（その２）の製造に係る契約

オ 2.10.28

長期運用型ＵＵＶ評価用ＨＩＬＳシステム契約以降、新規参入
の申し込みまでに防衛省が締結した当該装備品の製造に係
る契約での成果を継承し、当該製造の目的達成のためのシス
テム・インテグレーションが行えることを証明できること。

29
次期警戒管制レーダ装置用補用品（１）
の製造に係る契約

カ 3.1.13    
次期警戒管制レーダ装置（その１）の試作での成果を継承し、
当該調達に必要となる技術又は設備等を有することを証明で
きること。

30
Ｃ－１３０Ｈ用データ・バス制御装置の製
造に係る契約

キ 3.9.13   
契約履行に必要となるＣ－１３０Ｈ用データ・バス制御装置の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

  ・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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31
次期警戒管制レーダ装置用バイスタ
ティック試験装置（２）等の製造に係る契
約

カ 4.1.14
次期警戒管制レーダ装置（その１）及び（その２）の試作での成
果を継承し、当該調達に必要となる技術又は設備等を有する
ことを証明できること。

32
次期警戒管制レーダ装置用補用品（２）
の製造に係る契約

カ 4.1.14
次期警戒管制レーダ装置（その２）の試作での成果を継承し、
当該調達に必要となる技術又は設備等を有することを証明で
きること。

33
次期警戒管制レーダ装置用補用品（３）
の製造に係る契約

カ 4.8.30
次期警戒管制レーダ装置（その１）及び（その２）の試作での成
果を継承し、当該調達に必要となる技術又は設備等を有する
ことを証明できること。

34 情報処理装置ＯＹＱ－（　） エ 4.9.8
水上艦用新戦術情報処理装置（ＡＣＤＳ部）の試作契約での
成果を継承し、当該防衛装備品の量産に必要となる技術又は
設備等を有することを証明できること。

35 多機能レーダＯＰＹ－２ エ 4.9.8
新型護衛艦用レーダシステムの試作契約での成果を継承し、
当該防衛装備品の量産に必要となる技術又は設備等を有す
ることを証明できること。

  ・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
番号

該当する契約
随意契約
による理由

一覧表へ
の掲載日

新規参入の申し込みに
必要となる要件

提出先
（問合せ先）

対象契約一覧表

36 ソーナー装置　ＺＱＱ－８（　） エ 4.9.16
次世代潜水艦用ソーナーシステムの試作契約での成果を継
承し、当該防衛装備品の量産に必要となる技術又は設備等を
有することを証明できること。

37 自動方位測定機　ＨＲＮ－１０１Ｃ キ 4.10.6
契約履行に必要となる自動方位測定機ＨＲＮ－１０１Cの製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

38 衛星航法装置　ＨＲＮ－１２１（　） エ 4.10.6

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防衛
装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請負契約
の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も
含む。）であって、製造に必要となる技術又は設備等（技術、
設備等を他社に移譲している場合には、その移譲会社を含
む。）を有する事を証明できること。

39 音響処理装置ＨＱＡ－７（　） エ 4.10.6

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防衛
装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請負契約
の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も
含む。）であって、製造に必要となる技術又は設備等（技術、
設備等を他社に移譲している場合には、その移譲会社を含
む。）を有する事を証明できること。

40 乗員支援装置ＨＳＡ－３（　） エ 4.10.6

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防衛
装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請負契約
の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も
含む。）であって、製造に必要となる技術又は設備等（技術、
設備等を他社に移譲している場合には、その移譲会社を含
む。）を有する事を証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
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随意契約
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41 電子管　Ｅ１００３４３５９Ｐ１ キ 4.10.13
契約履行に必要となる電子管（Ｅ１００３４３５９Ｐ１）の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

42 電子管　ＲＩＰＳ－Ｍ０９０７－００１ キ 4.10.13
契約履行に必要となる電子管（ＲＩＰＳ－Ｍ０９０７－００１）の製
造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

43
電子管　ＭＸ－１０１６０
（ＳＰＡ－Ｚ－８５２１０）

キ 4.10.13
契約履行に必要となる電子管（ＭＸ－１０１６０）の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

44 電子管　ＣＴＧ－３０９ キ 4.10.13
契約履行に必要となる電子管（ＣＴＧ－３０９）の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

45 電子管　００６１０００５２Ｇ１ キ 4.10.13
契約履行に必要となる電子管（００６１０００５２Ｇ１）の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
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随意契約
による理由
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46 電子管　ＢＸ９８８３０５Ａ キ 4.10.13
契約履行に必要となる電子管（ＢＸ９８８３０５Ａ）の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

47 電子管　７２３１９５４０ キ 4.10.13
契約履行に必要となる電子管（７２３１９５４０）の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

48 電子管　ＴＧ０５０１２－Ｃ０２０ キ 4.10.13
契約履行に必要となる電子管（ＴＧ０５０１２－Ｃ０２０）の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

49 戦術情報処理表示装置ＨＹＱ－２Ｂ キ 4.10.13
契約履行に必要となる戦術情報処理表示装置ＨＹＱ－２Ｂの
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

50
電波電子戦評価装置の補用品の製造
に係る契約

カ 4.10.13
電子戦評価装置の試作での成果を継承し、当該調達に必要
となる技術又は設備等を有することを証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
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該当する契約
随意契約
による理由
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51
電磁波作戦管理統制装置の製造に係
る契約

オ 4.10.13

電磁波作戦管理統制装置契約以降、新規参入の申し込みま
でに防衛省が締結した当該防衛装備品の製造に係る契約で
の成果を継承し、当該製造の目的達成のためのシステム・イン
テグレーションが行えることを証明できること。

52
シミュレーション部（統合戦術訓練装置）
の製造に係る契約

オ 4.10.13

シミュレーション部（統合戦術訓練装置）契約以降、新規参入
の申し込みまでに防衛省が締結した当該防衛装備品の製造
に係る契約での成果を継承し、当該製造の目的達成のための
システム・インテグレーションが行えることを証明できること。

53 赤外線暗視装置ＨＡＱ－１Ｂ キ 4.10.13
契約履行に必要となる赤外線暗視装置ＨＡＱ－１Ｂの製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

54 投射型静止式ジャマー１型 エ 4.10.13
魚雷防御システムの試作契約での成果を継承し、当該防衛装
備品の量産に必要となる技術又は設備等を有することを証明
できること。

55 電波探知妨害装置ＮＯＬＱ－３Ｅ（） キ 4.10.27

契約履行に必要となる電波探知妨害装置ＮＯＬＱ－３Ｅ（）の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）や知的財産権等を利用できることが証明
できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
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随意契約
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56 電波探知妨害装置ＮＯＬＱ－３Ｄ－Ｙ キ 4.10.27
契約履行に必要となる電波探知妨害装置ＮＯＬＱ－３Ｄ－Ｙ
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

57
固定式警戒管制レーダー装置Ｊ／ＦＰＳ
－３（）基地整備用器材

キ 4.10.27

契約履行に必要となる固定式警戒管制レーダー装置Ｊ／ＦＰＳ
－３（）基地整備用器材の製造図書（製造図面、組立図及び
作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できるこ
とが証明できること。

58 ＩＦＦ処理装置ＮＹＰＸ－３Ｃ キ 4.10.27
契約履行に必要となるＩＦＦ処理装置ＮＹＰＸ－３Ｃの製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

59 解読機ＹＰＡ－２Ｄ（） キ 4.10.27
契約履行に必要となる解読機ＹＰＡ－２Ｄ（）の製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

60 情報処理サブシステムＯＹＸ－（） キ 4.10.27
契約履行に必要となる情報処理サブシステムＯＹＸ－（）の製
造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
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61 Ｎ－Ｔ－６３Ｄラジオブイ キ 4.10.27
契約履行に必要となるＮ－Ｔ－６３Ｄラジオブイの製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

62 光波装置ＨＡＱ－２（） キ 4.10.27
契約履行に必要となる光波装置ＨＡＱ－２（）の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

63 応答機ＹＰＸ－３Ｃ キ 4.10.27
契約履行に必要となる応答機ＹＰＸ－３Ｃの製造図書（製造図
面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

64
ネットワーク電子戦システム野整備試験
装置　ＪＧＥＭ－Ｑ３９－（）

キ 4.10.27

契約履行に必要となるネットワーク電子戦システム野整備試験
装置　ＪＧＥＭ－Ｑ３９－（）の製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき
ることが証明できること。

65 選択識別装置質問機ＨＰＸ－１０１（） キ 4.11.4
契約履行に必要となる選択識別装置質問機ＨＰＸ－１０１（）の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
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66
発射管制模擬（統合戦術訓練装置）の
製造に係る契約

オ 4.11.4

発射管制模擬（統合戦術訓練装置）契約以降、新規参入の申
し込みまでに防衛省が締結した当該防衛装備品の製造に係
る契約での成果を継承し、当該製造の目的達成のためのシス
テム・インテグレーションが行えることを証明できること。

67 電波探知装置ＮＺＬＲ－２Ｂ キ 4.11.4
契約履行に必要となる電波探知装置ＮＺＬＲ－２Ｂの製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

68 潜水艦欺まん体ＺＬＱ－２Ｂ キ 4.11.4
契約履行に必要となる潜水艦欺まん体ＺＬＱ－２Ｂの製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

69 照準具　ＪＶＳ－Ｖ１ キ 4.11.10
契約履行に必要となる照準具　ＪＶＳ－Ｖ１の製造図書（製造図
面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

70 訓練用電波妨害装置ＨＬＱ－５－Ｔ キ 4.11.17
契約履行に必要となる訓練用電波妨害装置ＨＬＱ－５－Ｔの
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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71 逆探装置ＨＬＲ－１０９（） キ 4.11.17
契約履行に必要となる逆探装置ＨＬＲ－１０９（）の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

72 タカンＯＲＮ－６Ｆ（） キ 4.11.17
契約履行に必要となるタカンＯＲＮ－６Ｆ（）の製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

73 情報制御処理器　ＨＹＱ－３（） エ 4.11.17

Ｐ－１固定翼哨戒機の開発に係る試作請負契約を経た防衛
装備品（搭載機器）の量産（下請負企業がその試作請負契約
の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も
含む。）であって、製造に必要となる技術又は設備等（技術、
設備等を他社に移譲している場合には、その移譲会社を含
む。）を有する事を証明できること。

74 微光暗視眼鏡ＪＧＶＳ－Ｖ３－Ｃ キ 4.11.17
契約履行に必要となる微光暗視眼鏡ＪＧＶＳ－Ｖ３－Ｃの製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

75 ６９式暗視眼鏡（Ｂ） キ 4.11.17
契約履行に必要となる６９式暗視眼鏡（Ｂ）の製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
番号

該当する契約
随意契約
による理由

一覧表へ
の掲載日

新規参入の申し込みに
必要となる要件

提出先
（問合せ先）

対象契約一覧表

76
水上艦用ソーナーシステムＯＱＱ－２５
－（）

キ 4.11.17

契約履行に必要となる水上艦用ソーナーシステムＯＱＱ－２５
－（）の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検
査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できるこ
と。

77 交戦訓練用装置Ⅱ型構成用品 キ 4.11.25
契約履行に必要となる交戦訓練用装置Ⅱ型構成用品の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

78 消磁自動管制装置ＤＡＣ－２－１０４ キ 4.11.25
契約履行に必要となる消磁自動管制装置ＤＡＣ－２－１０４の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

79 衛星妨害状況把握装置２型 オ 4.11.25

衛星妨害状況把握装置２型契約以降、新規参入の申し込み
までに防衛省が締結した当該防衛装備品の製造に係る契約
での成果を継承し、当該製造の目的達成のためのシステム・イ
ンテグレーションが行えることを証明できること。

80 レーダ波監視装置ＧＦＲＱ－２６ オ 4.11.25

レーダ波監視装置ＧＦＲＱ－２６契約以降、新規参入の申し込
みまでに防衛省が締結した当該防衛装備品の製造に係る契
約での成果を継承し、当該製造の目的達成のためのシステ
ム・インテグレーションが行えることを証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
番号

該当する契約
随意契約
による理由

一覧表へ
の掲載日

新規参入の申し込みに
必要となる要件

提出先
（問合せ先）

対象契約一覧表

81 ＨＱＳ－５１　ＢＴブイ キ 4.12.8
契約履行に必要となるＨＱＳ－５１　ＢＴブイの製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

82 ＶＯＲ／ＩＬＳ受信機　ＨＲＮ－１１８（） キ 4.12.8
契約履行に必要となるＶＯＲ／ＩＬＳ受信機　ＨＲＮ－１１８（）の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

83 救難捜索用トランスポンダ１型 キ 4.12.8
契約履行に必要となる救難捜索用トランスポンダ１型の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

84 ソノブイ受信装置ＨＲＱ－１（） キ 4.12.8
契約履行に必要となるソノブイ受信装置ＨＲＱ－１（）の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

85 ソノブイＨＱＳ－１３Ｈ－（） エ 4.12.8

企業が試作請負業務（研究試作を除き、自隊研究を含む。）を
通じて防衛省と共同して開発した防衛装備品の量産契約で
あって、当該防衛装備品の製造に当たって必要となる技術又
は設備等を有することを証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
番号

該当する契約
随意契約
による理由

一覧表へ
の掲載日

新規参入の申し込みに
必要となる要件

提出先
（問合せ先）

対象契約一覧表

86 近距離監視装置ＪＧＶＳ－Ｖ９ キ 4.12.8
契約履行に必要となる近距離監視装置ＪＧＶＳ－Ｖ９の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

87 地上レーダ装置１号ＪＴＰＳ－Ｐ２３－（） キ 4.12.8
契約履行に必要となる地上レーダ装置１号ＪＴＰＳ－Ｐ２３－（）
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

88 ＧＰＳ航法装置ＨＲＮ－１１５－９Ｂ キ 4.12.8
契約履行に必要となるＧＰＳ航法装置ＨＲＮ－１１５－９Ｂの製
造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

89

90 ソーナーＨＱＳ－１０４Ｃ キ 4.12.8
契約履行に必要となるソーナーＨＱＳ－１０４Ｃの製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408

削除



掲載
番号

該当する契約
随意契約
による理由

一覧表へ
の掲載日
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提出先
（問合せ先）

対象契約一覧表

91 捜索用レーダＨＰＳ－１０５（） キ 4.12.8
契約履行に必要となる捜索用レーダＨＰＳ－１０５（）の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

92 レーダＺＰＳ－６Ｊ キ 4.12.22
契約履行に必要となるレーダＺＰＳ－６Ｊの製造図書（製造図
面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

93 レーダＯＰＳ－３９Ｈ キ 4.12.22
契約履行に必要となるレーダＯＰＳ－３９Ｈの製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

94 レーダＯＰＳ－２８Ｇ キ 4.12.22
契約履行に必要となるレーダＯＰＳ－２８Ｇの製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

95

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408

削除



掲載
番号

該当する契約
随意契約
による理由

一覧表へ
の掲載日

新規参入の申し込みに
必要となる要件

提出先
（問合せ先）

対象契約一覧表

96 音響測深儀ＯＱＮ－６Ｇ－１ キ 4.12.22
契約履行に必要となる音響測深儀ＯＱＮ－６Ｇ－１の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

97
潜水艦用救難信号発生装置ＺＱＴ－２
Ｄ

キ 4.12.22
契約履行に必要となる潜水艦用救難信号発生装置ＺＱＴ－２
Ｄの製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査
要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

98 電波監視装置３号機Ｃ オ 4.12.22

電波監視装置３号機Ｃ契約以降、新規参入の申し込みまでに
防衛省が締結した当該防衛装備品の製造に係る契約での成
果を継承し、当該製造の目的達成のためのシステム・インテグ
レーションが行えることを証明できること。

99
水上艦用ソーナーシステムＯＱＱ共通
化テストサイト器材

オ 4.12.22

水上艦用ソーナーシステムＯＱＱ共通化テストサイト器材契約
以降、新規参入の申し込みまでに防衛省が締結した当該防
衛装備品の製造に係る契約での成果を継承し、当該製造の
目的達成のためのシステム・インテグレーションが行えることを
証明できること。

100 アンテナ移動装置 カ 4.12.22
電子戦評価装置の試作での成果を継承し、当該調達に必要
となる技術又は設備等を有することを証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
番号

該当する契約
随意契約
による理由

一覧表へ
の掲載日
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提出先
（問合せ先）

対象契約一覧表

101 波高計ＨＰＮ－１０２（） キ 4.12.22
契約履行に必要となる波高計ＨＰＮ－１０２（）の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

102
ＵＨＦ／ＶＨＦ自動方位測定機ＨＲＮ－
１２０

キ 4.12.22

契約履行に必要となるＵＨＦ／ＶＨＦ自動方位測定機ＨＲＮ－
１２０の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検
査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できるこ
と。

103 ＩＦＦ空中線装置ＯＰＸ－１１（） キ 4.12.22
契約履行に必要となるＩＦＦ空中線装置ＯＰＸ－１１（）の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

104 制御処理器Ｎ－ＣＰ－１７８（）/ＨＳＡ キ 4.12.22
契約履行に必要となる制御処理器Ｎ－ＣＰ－１７８（）/ＨＳＡの
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

105 地雷探知器画像型セット キ 5.1.13
契約履行に必要となる地雷探知器画像型セットの製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
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該当する契約
随意契約
による理由

一覧表へ
の掲載日
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106 対空戦闘指揮統制システム エ 5.1.13
対空戦闘指揮統制システムの試作契約での成果を継承し、当
該防衛装備品の量産に必要となる技術又は設備等を有するこ
とを証明できること。

107 火力戦闘指揮統制システム エ 5.1.13
火力戦闘指揮統制システムの試作契約での成果を継承し、当
該防衛装備品の量産に必要となる技術又は設備等を有するこ
とを証明できること。

108 ソノブイＨＱＳ－３３Ｄ エ 5.1.13
能力向上型ダイキャスソノブイの試作契約での成果を継承し、
当該防衛装備品の量産に必要となる技術又は設備等を有す
ることを証明できること。

109

110 捜索用レーダ整備用器材 キ 5.1.27
契約履行に必要となる捜索用レーダ整備用器材の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

削除

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
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随意契約
による理由

一覧表へ
の掲載日

新規参入の申し込みに
必要となる要件

提出先
（問合せ先）

対象契約一覧表

111 地上電波測定装置Ｊ／ＦＬＲ－５ キ 5.1.27
契約履行に必要となる地上電波測定装置Ｊ／ＦＬＲ－５の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

112 衛星航法表示器ＹＰＮ－３Ｂ キ 5.1.27
契約履行に必要となる衛星航法表示器ＹＰＮ－３Ｂの製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

113 光学センサA型改1用空中線部 キ 5.1.27
契約履行に必要となる光学センサA型改1用空中線部の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

114 携帯用機雷探知機ＲＱＳ－２Ｃ キ 5.2.9
契約履行に必要となる携帯用機雷探知機ＲＱＳ－２Ｃの製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

115 光学複合センサＯＡＸ－３ キ 5.2.16
契約履行に必要となる光学複合センサＯＡＸ－３の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部
　電子音響調達
　官付
　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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116 電子戦データ収集装置NHLR-108() キ 5.4.19
契約履行に必要となる電子戦データ収集装置NHLR-108()の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

117 水上艦用ソーナーシステムOQQ-26（） キ 5.4.19
契約履行に必要となる水上艦用ソーナーシステムOQQ-26（）
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

118 電子戦データ収集装置NHLR-107() キ 5.4.19
契約履行に必要となる電子戦データ収集装置NHLR-107()の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

119 着艦誘導支援装置OJN-3D キ 5.4.19
契約履行に必要となる着艦誘導支援装置OJN-3Dの製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

120 えい航式低周波音源装置 キ 5.4.19
契約履行に必要となるえい航式低周波音源装置の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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121
車両搭載高出力レーザ実証装置（協調
対処用）（搭載部）

カ 5.4.21
車両搭載高出力レーザ実証装置の試作での成果を継承し、
当該調達に必要となる技術又は設備等を有することを証明で
きること。

122
車両搭載高出力レーザ実証装置（協調
対処用）（車両一体型）

カ 5.4.21
車両搭載高出力レーザ実証装置の試作での成果を継承し、
当該調達に必要となる技術又は設備等を有することを証明で
きること。

123 望遠監視システムＬＸＸ－２ キ 5.5.15
契約履行に必要となる望遠監視システムＬＸＸ－２の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

124 吊下揚収装置 エ 5.5.29

企業が試作請負業務（研究試作を除き、自隊研究を含む。）を
通じて防衛省と共同して開発した防衛装備品の量産契約で
あって、当該防衛装備品の製造に当たって必要となる技術又
は設備等を有することを証明できること。

125 えい航式パッシブソーナーＯＱＲ－５ エ 5.5.29

企業が試作請負業務（研究試作を除き、自隊研究を含む。）を
通じて防衛省と共同して開発した防衛装備品の量産契約で
あって、当該防衛装備品の製造に当たって必要となる技術又
は設備等を有することを証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408



掲載
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該当する契約
随意契約
による理由
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新規参入の申し込みに
必要となる要件

提出先
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126 手投げ式欺まん体 キ 5.6.9
契約履行に必要となる手投げ式欺まん体の製造図書（製造図
面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

127 えい航式パッシブソーナー用付加装置 キ 5.6.9
契約履行に必要となるえい航式パッシブソーナー用付加装置
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

128 水測予察器OQH-13() キ 5.6.9
契約履行に必要となる水測予察器OQH-13()の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

129 光学式監視装置（レーザレーダ）改２ キ 5.7.12
契約履行に必要となる光学式監視装置（レーザレーダ）改２の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

130
ＳＨ－６０Ｋソーナー用ケーブルカッター
カートリッジ

キ 5.7.12

契約履行に必要となるＳＨ－６０Ｋソーナー用ケーブルカッ
ターカートリッジの製造図書（製造図面、組立図及び作業標準
並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明
できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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131 可変深度ソーナー整備用器材 キ 5.7.12
契約履行に必要となる可変深度ソーナー整備用器材の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

132
水上艦用ソーナーシステムＯＱＱ共通
化器材（いずも型）

キ 5.7.12

契約履行に必要となる水上艦用ソーナーシステムＯＱＱ共通
化器材（いずも型）の製造図書（製造図面、組立図及び作業
標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが
証明できること。

133 衛星航法表示器YPN-1() キ 5.8.4
契約履行に必要となる衛星航法表示器YPN-1()の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

134 音響測深儀JQN-2 キ 5.8.4
契約履行に必要となる音響測深儀JQN-2の製造図書（製造図
面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

135 えい航式パッシブソーナーOQR-4() キ 5.8.4
契約履行に必要となるえい航式パッシブソーナーOQR-4()の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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136 電子管００１１７０１０１G1 キ 5.8.17
契約履行に必要となる電子管（001170101G1）の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

137 電子管　RKS－６BS0082-001 キ 5.8.17
契約履行に必要となる電子管（RKS-6BS0082-001）の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

138 電子管　MW5171A キ 5.8.17
契約履行に必要となる電子管（MW5171A）の製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

139 ソノブイ受信機HRR-1() キ 5.8.17
契約履行に必要となるソノブイ受信機HRR-1()の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

140 水中通話機ＺＱＣ－４－４ キ 5.9.6
契約履行に必要となる水中通話機ＺＱＣ－４－４の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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141 潜水艦戦術状況表示装置ＺＱＸ－１２Ｂ キ 5.9.6
契約履行に必要となる潜水艦戦術状況表示装置ＺＱＸ－１２Ｂ
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

142
対機雷戦用ソーナーシステムＯＱＱ－１
１－１

キ 5.9.6

契約履行に必要となる対機雷戦用ソーナーシステムＯＱＱ－１
１－１の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検
査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できるこ
と。

143 電子管BX988306A キ 5.9.6
契約履行に必要となる電子管（BX988306A）の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

144 電子管BX988307A キ 5.9.6
契約履行に必要となる電子管（BX988307A）の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

145 J/FPS7()評価用器材（評価分析装置） キ 5.9.19
契約履行に必要となるJ/FPS-７（）評価用器材（評価分析装
置）の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査
要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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146 固定式警戒管制レーダー装置J/FPS-7() キ 5.9.19
契約履行に必要となる固定式警戒管制レーダー装置J/FPS-
7()の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査
要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

147 空中線ＲＷ５１５０８９－Ｇ０１ キ 5.10.13
契約履行に必要となる空中線ＲＷ５１５０８９－Ｇ０１の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

148 空中線ＲＷ５１５０５５－Ｇ０１ キ 5.10.13
契約履行に必要となる空中線ＲＷ５１５０５５－Ｇ０１の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

149 レーダ警戒装置　ＪＡＰＲ－Ｌ１２-（） キ 5.10.13
契約履行に必要となるレーダ警戒装置　ＪＡＰＲ－Ｌ１２-（）の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

150 消磁自動管制装置ＤＡＣ－４－９Ｂ キ 5.10.13
契約履行に必要となる消磁自動管制装置ＤＡＣ－４－９Ｂの製
造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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151
掃海艦ソーナーシステムＯＱＱ－１０－
（）

キ 5.10.13
契約履行に必要となる掃海艦ソーナーシステムＯＱＱ－１０－
（）の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査
要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

152 潜水艦用欺まん音源装置改２－２ キ 5.10.13
契約履行に必要となる潜水艦用欺まん音源装置改２－２の製
造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

153 レーダ指示機OPA-3() キ 5.10.13
契約履行に必要となるレーダ指示機OPA-3()の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

154 対空戦闘指揮統制システム構成用品 キ 5.10.13
契約履行に必要となる対空戦闘指揮統制システム構成用品
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

155 ソーナーテストベンチＨＱＭ－９ キ 5.10.13
契約履行に必要となるソーナーテストベンチＨＱＭ－９の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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156 電子情報解析装置　ＧＦＹＱ－１ キ 5.10.13
契約履行に必要となる電子情報解析装置GFYQ-1の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

157
ネットワーク電子戦システム補給処用整
備装置　ＧＴＳ－３１８

キ 5.10.13

契約履行に必要となるネットワーク電子戦システム補給処用整
備装置GTS-318の製造図書（製造図面、組立図及び作業標
準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証
明できること。

158 航空気象装置　JMMQ-M7-（） キ 5.10.13
契約履行に必要となる航空気象装置JMMQ-M7-（）の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

159 視認性能評価装置 カ 5.10.13
広帯域・高感度赤外線検知器（その２）の試作での成果を継承
し、当該調達に必要となる技術又は設備等を有することを証
明できること。

160 応急用水中通話機ＪＱＣ－２－２ キ 5.11.15
契約履行に必要となる応急用水中通話機ＪＱＣ－２－２の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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161 戦術情報表示装置 キ 5.11.15
契約履行に必要となる戦術情報表示装置の製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

162
潜水艦ソーナー・システムＺＱＱ－７Ｅ－
２

キ 5.11.15
契約履行に必要となる潜水艦ソーナー・システムＺＱＱ－７Ｅ
－２の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査
要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

163 恒常受信装置 キ 5.12.6
契約履行に必要となる恒常受信装置の製造図書（製造図面、
組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を
利用できることが証明できること。

164 艦艇水中音響測定装置ＬＱＭ－１Ａ キ 5.12.6
契約履行に必要となる艦艇水中音響測定装置ＬＱＭ－１Ａの
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領
等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

165 小火器用レーザ送信装置 キ 5.12.6
契約履行に必要となる小火器用レーザ送信装置の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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166 人員用レーザ受信装置 キ 5.12.6
契約履行に必要となる人員用レーザ受信装置の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

167 対戦車／対空火器用レーザ送信装置 キ 5.12.6
契約履行に必要となる対戦車／対空火器用レーザ送信装置
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

168 えん体用レーザ受信装置Ⅲ型 キ 5.12.6
契約履行に必要となるえん体用レーザ受信装置Ⅲ型の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

169 点検・整備用装置 キ 5.12.6
契約履行に必要となる点検・整備用装置の製造図書（製造図
面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

170 消磁自動管制装置ＤＡＣ－１－２９ キ 5.12.21
契約履行に必要となる消磁自動管制装置ＤＡＣ－１－２９の製
造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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171 水中通話機ＯＱＣ－４－３ キ 5.12.21
契約履行に必要となる水中通話機ＯＱＣ－４－３の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

172 ＣＨ－４７ＪＡ用近距離暗視装置（国産） キ 5.12.21
契約履行に必要となるＣＨ－４７ＪＡ用近距離暗視装置（国産）
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

173 電気式音源ブイ　ＨＱＳ－３４（） キ 5.12.21
契約履行に必要となる電気式音源ブイ　ＨＱＳ－３４（）の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

174 ソノブイ　ＨＱＳ－１５ キ 5.12.21
契約履行に必要となるソノブイ　ＨＱＳ－１５の製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

175
スタンド・オフ電子戦機用地上整備器材
（２）

カ 6.１.２３　
スタンド・オフ電子戦機（その１）の試作での成果を継承し、当
該調達に必要となる技術又は設備等を有することを証明でき
ること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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176 ネットワーク電子戦システム教育用教材 キ 6.１.２３　
契約履行に必要となるネットワーク電子戦システム教育用教材
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

177 次期警戒管制レーダ装置用補用品（４） カ 6.１.２３　
次期警戒管制レーダ装置（その１）及び（その２）の試作での成
果を継承し、当該調達に必要となる技術又は設備等を有する
ことを証明できること。

178 地上タカン装置　GFRN-3-C キ 6.１.２３　
契約履行に必要となる地上タカン装置　GFRN-3-Cの製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

179
航空機戦術指揮装置用周辺器材（Ｐ－
１用）

キ 6.１.２９

契約履行に必要となる航空機戦術指揮装置用周辺器材（Ｐ－
１用）の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検
査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できるこ
と。

180 レーダＯＰＳ－３９Ｈ キ 6.１.２９
契約履行に必要となるレーダＯＰＳ－３９Ｈの製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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181
火力戦闘指揮統制システム野整備試験
装置　ＪＴＥＭ－Ｑ１３－Ｂ

キ 6.２.７

契約履行に必要となる火力戦闘指揮統制システム野整備試
験装置ＪＴＥＭ－Ｑ１３－Ｂの製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき
ることが証明できること。

182 水中障害探知装置 キ 6.２.７
契約履行に必要となる水中障害探知装置の製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

183
C-2用電子戦用テーブル・データ・ロー
ダ　Ｊ／ＰＹＱ－１０

キ 6.２.７

契約履行に必要となるC-2用電子戦用テーブル・データ・ロー
ダ　Ｊ／ＰＹＱ－１０の製造図書（製造図面、組立図及び作業標
準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証
明できること。

184
火力戦闘指揮統制システム補給処用試
験装置ＧＴＳ－３０７－（）

キ 6.２.７

契約履行に必要となる火力戦闘指揮統制システム補給処用
試験装置ＧＴＳ－３０７－（）の製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき
ることが証明できること。

185 航法援助装置ＪＭＲＮ－Ａ３－Ｃ キ 6.２.７
契約履行に必要となる航法援助装置ＪＭＲＮ－Ａ３－Ｃの製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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186 個人用暗視装置試験器　ＪＴＳ－Ｑ１６２ キ 6.２.７
契約履行に必要となる個人用暗視装置試験器ＪＴＳ－Ｑ１６２
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

187 地上レーダ装置2号　ＪＰＰＳ－Ｐ２４ キ 6.２.７
契約履行に必要となる地上レーダ装置2号ＪＰＰＳ－Ｐ２４の製
造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

188 対空レーダ装置ＪＴＰＳ－Ｐ２５ キ 6.２.７
契約履行に必要となる対空レーダ装置ＪＴＰＳ－Ｐ２５の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

189 機上電波測定装置 エ 6.2.13
機上電波測定装置の試作契約での成果を継承し、当該防衛
装備品の量産に必要となる技術又は設備等を有することを証
明できること。

190 交戦訓練用装置Ⅱ型 キ 6.2.20
契約履行に必要となる交戦訓練用装置Ⅱ型の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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191 可搬型訓練統裁支援システム キ 6.2.20
契約履行に必要となる可搬型訓練統裁支援システムの製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

192 機動訓練評価装置 キ 6.2.20
契約履行に必要となる機動訓練評価装置の製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資
料）を利用できることが証明できること。

193
対空レーダ装置野整備器材　ＪＧＥＭ－
Ｑ３６

キ 6.2.22

契約履行に必要となる対空レーダ装置野整備器材ＪＧＥＭ－
Ｑ３６の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検
査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できるこ
と。

194 対空レーダ装置補給処整備器材 キ 6.2.22
契約履行に必要となる対空レーダ装置補給処整備器材の製
造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

195 コーナリフレクタ　ＧＡＴ－４２ キ 6.2.22
契約履行に必要となるコーナリフレクタ　ＧＡＴ－４２の製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408
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196
Ｃ－２用飛行管理装置用地上支援器材
Ｊ／ＵＹＱ－２４

キ 6.2.22

契約履行に必要となるＣ－２用飛行管理装置用地上支援器
材Ｊ／ＵＹＱ－２４の製造図書（製造図面、組立図及び作業標
準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証
明できること。

197 師団対空情報処理システム構成用品 キ 6.2.22
契約履行に必要となる師団対空情報処理システム構成用品
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

　・提出先
　防衛装備庁
　調達事業部

　電子音響調達
　官付

　調達第３班

　・問合せ先
　03（3268）3111
　内線：35405～
　　　　　35408


